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第
一
章
　
一
律
法
人
税
率
に
よ
る
法
人
税
全
額
株
主
帰
属
方
式
の
概
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
法
人
税
全
額
株
主
帰
属
方
式
は
、
一
九
六
八
年
二
月
大
蔵
省
学
術
諮
問
委
員
会
の
改
革
案
を
嗜
矢
と
し
、
一
九
七
一
年
三
月
工
ー
ベ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ハ
ル
ト
税
制
改
革
委
員
会
の
答
申
に
よ
っ
て
詳
細
に
展
開
さ
れ
、
一
九
七
一
年
六
月
に
閣
議
決
定
で
あ
る
税
制
改
革
基
本
綱
領
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

採
用
さ
れ
た
。
こ
れ
が
同
年
八
月
第
一
次
担
当
官
草
案
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
法
文
化
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
こ
の
法
人
税
全
額
株
主
帰
属
方
式
は
次
の
よ
う
に
概
略
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
ま
ず
、
物
的
会
社
の
も
と
に
お
い
て
、
課
税
利
益
が
配
当
さ
れ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
課
税
利
益
に
対
し
五
六
％
の
法
人
税
率
を
も
っ

て
課
税
す
る
．

　
例
外
的
に
、
非
課
税
の
利
益
又
は
軽
減
課
税
を
う
け
た
利
益
が
配
当
に
充
て
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
利
益
に
対
し
調
整
税
が
課
さ
れ

る
．
調
整
税
は
、
配
当
金
が
通
常
の
課
税
利
益
又
は
非
課
税
利
益
若
し
く
は
軽
減
課
税
利
益
の
い
ず
れ
を
も
っ
て
充
当
さ
れ
た
か
を
問
わ

ず
、
内
国
持
分
権
者
に
対
す
る
税
額
控
除
権
の
賦
与
を
保
障
す
る
道
具
で
あ
る
と
同
時
に
、
非
課
税
又
は
軽
減
課
税
を
う
け
た
利
益
に
つ
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い
て
も
ま
た
配
当
時
に
五
六
％
の
税
負
担
を
課
す
る
役
割
り
を
果
た
す
。

　
な
お
、
利
益
が
居
住
者
に
配
当
さ
れ
る
と
ぎ
、
源
泉
税
は
課
さ
な
い
。

　
次
に
、
内
国
の
持
分
権
者
の
も
と
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
利
益
配
当
に
か
か
っ
た
部
分
の
法
人
税
額
を
収
入

に
加
算
し
て
そ
の
所
得
税
と
相
殺
（
税
額
控
除
）
す
る
。
こ
の
法
人
税
額
に
相
当
す
る
額
を
税
額
控
除
額
な
い
し
税
額
控
除
権
と
い
う
。
か

か
る
税
額
控
除
権
の
算
定
基
礎
は
、
持
分
権
者
が
査
定
期
間
に
お
い
て
配
当
物
的
会
社
か
ら
支
払
い
を
受
け
る
利
益
持
分
で
あ
る
（
所
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

税
法
草
案
第
二
二
条
、
第
五
七
条
、
所
得
税
法
第
二
〇
条
）
。
持
分
権
者
の
受
け
る
利
益
持
分
の
1
4
一
11
が
、
税
額
控
除
額
と
し
て
つ
ね
に
税
額

控
除
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
外
国
の
持
分
権
者
に
つ
い
て
は
、
外
国
親
会
社
と
そ
の
他
の
持
分
権
者
と
を
区
別
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
ド
イ
ッ
法
人
税
の

税
額
控
除
権
の
賦
与
を
予
定
せ
ず
、
ま
た
源
泉
税
（
例
え
ば
資
本
収
益
税
）
も
全
く
徴
収
し
な
い
。
後
者
に
つ
い
て
は
法
人
税
の
税
額
控
除

権
が
認
め
ら
れ
、
か
つ
配
当
利
益
に
か
か
る
ド
イ
ッ
法
人
税
の
一
部
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
．

　
右
に
一
瞥
し
た
第
一
次
担
当
官
草
案
に
よ
る
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
は
、
例
え
ば
、
調
整
税
に
止
目
す
る
と
き
、
一
九
七
一
年
六
月
税

　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

制
改
革
基
本
綱
領
と
食
い
違
っ
て
お
り
、
調
整
税
は
、
フ
ラ
ン
ス
型
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
の
構
造
と
法
文
（
》
昼
b
。
8
器
抵
串
ρ
ρ
一

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

b
泳
8
届
邑
を
斜
酌
し
た
う
え
で
、
こ
れ
を
改
良
し
て
創
案
さ
れ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
．

　
（
1
）
白
冨
⑩
累
9
鋒
藍
。
ぎ
吋
園
母
暮
冨
ぎ
田
茸
α
霧
鼠
巳
§
匡
β
唐
山
霞
国
づ
き
N
Φ
戸
Q
暮
器
馨
聲
N
霞
国
9
。
吋
目
q
Φ
り
爵
①
辟
。
昌
望
①
娼
。
簿

　
　
（
困
鼻
。
ヨ
鰐
窪
獣
豊
8
昏
唇
①
議
。
富
蒙
言
ロ
①
き
く
段
臣
α
の
①
諾
け
⑦
q
零
§
幽
宰
ぴ
敬
畠
鋒
馨
窪
8
置
山
。
吋
閃
目
留
零
8
昌
評
∪
①
暮
8
包
導
9
一
疑

　
　
の
9
誌
帯
饗
Φ
跨
Φ
号
¢
b
仁
＆
窃
猛
三
獣
畳
q
糞
。
留
り
田
壼
言
。
p
国
Φ
陣
P
切
区
O
。
審
・
富
嶺
し
ド
P
一
8
S
　
木
村
弘
之
亮
「
西
ド
イ
ッ
型
法
人
税

　
　
株
主
帰
属
方
式
の
囎
矢
”
大
蔵
省
学
術
諮
問
委
員
会
の
改
革
案
」
所
収
”
『
慶
懸
義
塾
創
立
一
二
五
年
記
念
論
文
集
法
学
部
法
律
学
関
係
』
（
昭

　
　
和
五
三
年
）
三
二
九
頁
以
下
。

　
（
2
）
b
9
α
。
弩
巨
の
醇
帥
§
協
母
蓋
議
。
富
津
導
α
田
轟
目
Φ
β
寄
暁
Φ
翼
需
曾
一
一
喜
蚕
駐
畦
び
Φ
詳
（
募
騨
y
Ω
暮
舘
げ
§
番
の
§
Φ
霞
Φ
騰
。
善
－

　
　
ぎ
目
巨
鴇
一
〇
p
一
鶏
一
」
罠
ω
o
ぼ
一
ヰ
Φ
霞
Φ
跨
Φ
α
Φ
皿
ω
ロ
鼠
＄
琶
艮
9
霞
言
窮
の
価
霞
累
蓼
自
睾
国
Φ
津
嵩
」
W
o
ロ
p
お
刈
ど
臣
。
H
く
＼
嵩
o
o
舜
（
の
。
Go
魔
中
●
）
。
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（
3
）
切
。
零
匡
島
α
霞
切
§
α
婁
①
笹
霞
茸
㎎
N
毎
聾
Φ
ま
霞
臥
。
暮
”
国
ぎ
一
幕
9
び
①
胃
巨
島
＜
§
F
旨
且
一
S
ど
量
ω
色
①
菖
β
α
＄
零
⑩
馨
－

毒
α
ぎ
馬
8
冒
当
。
霧
暫
馨
霧
傷
Φ
の
切
§
山
Φ
霞
Φ
。
q
ゆ
Φ
窪
眞
一
2
プ
誤
＜
。
目
卜
。
ω
。
旨
巳
一
鶏
8
¢
。
8
R
“
毛
話
量
男
ユ
①
猛
。
ン
即
亀
a
目
幽
霞
蓉
暮
卑

の
9
亀
馨
豊
零
q
呂
幽
零
O
霧
零
冨
器
ま
さ
国
島
一
①
菖
ロ
Z
ざ
O
μ
¢
一
8
①
節
木
村
弘
之
亮
「
西
ド
イ
ッ
に
お
け
る
一
九
七
四
年
税
制
改
革
の
基
本

綱
領
」
税
法
学
四
〇
〇
号
三
三
頁
以
下
。

　
　
（
4
）
国
Φ
騰
霞
Φ
暮
9
霞
ヨ
霞
騰
①
汐
緩
昏
暮
Φ
毯
げ
鋒
§
Φ
ま
韻
。
・
①
言
。
ω
お
園
ぎ
筥
一
〇
●
卜
轟
β
の
げ
お
置
q
邑
閃
Φ
肪
。
罵
。
暮
①
器
暮
≦
母
協
①
ぎ
霧

曽
嘗
。
目
ヨ
①
駐
げ
窪
Φ
お
霧
9
N
＄
這
誤
＜
。
目
一
〇
。
・
》
罐
q
警
お
謡
げ
N
蔀
ぎ
巨
一
ρ
U
Φ
N
①
目
げ
霞
一
S
ピ

（
5
）
固
駐
畠
ヨ
§
P
閏
き
の
Ω
仁
目
茸
屋
唇
①
冨
魯
鋒
馨
Φ
ま
貰
①
。
辟
一
一
畠
Φ
＞
琴
。
。
ぼ
暮
撃
＜
Φ
馬
鐘
冨
⇒
1
Q
Φ
馨
営
器
言
犀
⑩
一
一
①
づ
q
呂
q
暮
①
議
。
霞
＆
①

山
窃
守
導
N
α
塁
9
霞
目
α
山
零
げ
Φ
崔
Φ
づ
ぎ
山
霞
切
毒
山
Φ
。
・
お
冨
げ
評
U
Φ
暮
零
乞
導
9
旨
犀
暮
一
Φ
詳
Φ
づ
＞
琴
①
。
ぎ
毒
鴨
く
霞
壁
年
①
戸
H
拐
葺
暮
岡
幹
。

　
国
Φ
砕
一
〇
ρ
】
W
o
暮
お
認
）
¢
ω
僻
惨

（
6
）
　
木
村
（
注
3
）
三
六
頁
に
み
る
等
式
ω
及
び
ω
．

（
7
）
　
木
村
（
注
3
）
三
四
頁
．

（
8
）
　
木
村
弘
之
亮
「
フ
ラ
ン
ス
型
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
と
そ
の
教
訓
－
納
税
払
戻
請
求
権
と
配
当
補
給
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
二
六
号
一
一
七
頁
以
下
、

　
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
二
八
号
一
二
五
頁
以
下
．
法
文
上
の
》
胃
Φ
魯
2
轟
を
納
税
払
戻
請
求
権
に
か
え
て
税
額
控
除
権
と
称
す
る
。

（
9
）
ω
P
H
漢
葺
旨
蜀
ω
ダ
国
。
詐
一
〇
ω
（
》
昌
き
㎝
）
o
o
●
ω
伊

26

第
二
章
税
額
控
除
権

1
　
法
人
税
全
額
株
主
帰
属
方
式
は
、
配
当
法
人
の
配
当
利
益
に
つ
い
て
納
付
し
た
法
人
税
負
担
を
持
分
権
者
の
も
と
で
零
に
削
減
す
る

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
．
あ
る
い
は
、
法
人
税
に
よ
る
税
負
担
を
持
分
権
者
の
本
来
の
税
負
担
の
水
準
に
引
下
げ
る
方
式
で
あ
る
と
も
い
え
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

う
。
こ
の
た
め
、
一
九
七
四
年
所
得
税
法
草
案
が
税
額
控
除
権
の
要
件
と
効
果
を
所
得
税
法
上
に
規
定
し
た
こ
と
は
、
体
系
上
正
当
で
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

　
同
草
案
に
よ
れ
ば
、
「
控
除
す
べ
ぎ
法
人
税
」
（
富
導
讐
§
ぎ
Φ
＆
。
昏
愚
器
魯
聾
箒
藷
吋
）
は
、
資
本
用
益
か
ら
生
ず
る
収
入
（
同
第
五

七
条
）
、
若
し
く
は
資
本
収
益
か
ら
生
ず
る
収
入
（
国
一
目
魯
冨
窪
帥
塁
国
畳
琶
畳
蚕
騎
）
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
「
控
除
す
べ
き
法
人
税
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
13
）

は
、
現
金
配
当
と
共
に
持
分
権
者
の
課
税
所
得
の
一
部
と
な
り
、
「
追
加
的
な
資
本
収
益
」
の
性
格
を
有
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
控
除
す
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べ
ぎ
法
人
税
」
は
、
持
分
権
者
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
資
本
収
益
か
ら
生
ず
る
収
入
へ
と
変
態
す
る
．
そ
こ
で
、
機
能
的
に
み
る
と

き
、
こ
れ
を
納
税
払
戻
請
求
権
と
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
．

　
他
方
、
こ
の
納
税
払
戻
請
求
権
は
、
納
付
す
べ
き
所
得
税
の
金
額
の
計
算
上
、
持
分
権
者
の
本
来
の
所
得
税
と
相
殺
さ
れ
る
。
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
得
税
の
税
額
控
除
と
表
現
す
る
こ
と
は
差
し

式
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
え
な
い
．
し
か
し
、
草
案
に
か
か
る
法
人
税

方属
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
株
主
帰
属
方
式
に
お
け
る
法
人
税
が
持
分
権
者

帰櫨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
段
階
で
三
つ
の
機
能
を
有
す
る
こ
と
は
看
過

税人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
べ
き
で
は
な
い
。
税
額
控
除
権
に
つ
い
て
、

法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
第
三
の
機
能
が
「
隠
れ
た
配
当
補
給
」
を

案草官
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
意
味
す
る
こ
と
は
、
つ
と
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ

当担
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
あ
る
。

次簿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
の
設
例
が
持
分
権
者
の
段
階
に
お
け
る
税

のき
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
額
控
除
権
の
効
果
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

と
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
配
当
性
向
を
五
〇
％
及
び
零
％
と
し
、
持
分
権

な異が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
者
A
及
び
B
の
所
得
税
率
を
そ
れ
ぞ
れ
三
〇
％

向性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
及
び
五
六
％
と
す
る
．
法
人
税
率
は
五
六
％
で

当
配
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
。
な
お
、
配
当
性
向
が
一
〇
〇
％
で
あ
る

表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
場
合
に
つ
い
て
は
、
閣
議
決
定
型
法
人
税
株
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帰
属
方
式
の
計
算
例
が
直
ち
に
こ
こ
に
妥
当
す

　　　　　　　　　　　　　　　　　旨
1　会社段階における課税　　　　　　i

　　　　　　　　　　　　　　　　1
1　法人税込みの利益　　　　　　　：　　　　100　　　　100

2法人税（56％）　　　i　－56　－56
3　配当しうる金額　　　　　　　　　1　　　　　44　　　　　44

4現金配当（羅：講欝8髪）1　3＆　（弩）
　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　i　持分権者A　　持分権者B
II　持分権者段階における課税　　　　1　　税率30％　　　税率56％
　　　　　　　　　　　　　　　　　旨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　50　　　501
　1　課税所得（a＋b）　　　　　　1　　　　（0）　　　　（O）l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　l所
　　alその他の課税所得（0と仮定）l　　O　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　50　　　　　　　　1得
　　b）粗配当（イ＋ロ）　　　　　1　（0）　　　　　　　　1の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　l

　　　イ）現金酉己当　　i（21）　　　傷

　　　・）繍灘（イ舳　鴇　　　　i
＿＿一一一一＿＿＿一一…一一一一一一…一一…一＋一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＋一一一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　－15　　　　－281
　2　所得税　　　　　　　　　　　　1　　　（0）　　　　（0）1租

・纒辮硬　i糖　畷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　13　　　　　　0，付
　4　還付請求権　　　　　　　　　1　　　（0）　　　　（O）1
一一＿＿＿一＿＿＿＿＿一＿一＿＿＿…一一し一一一一一一一一一一一一一一一十一一一

5純配当（II・bイ＋II4）　i　（31）　（21）糖
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　43　　　　　56：
皿　利益に対する総税負担（12＋II4）1　　　（56）　　　　（56）l
　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　l
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（
1
5
）

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
欝
）

　
第
一
次
担
当
官
草
案
に
よ
る
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
は
、
フ
ラ
ソ
ス
型
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
と
の
比
較
か
ら
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
．

持
分
権
者
の
受
け
る
純
配
当
に
関
し
て
は
る
か
に
有
利
で
あ
る
．
法
人
税
は
前
者
の
ほ
う
が
高
率
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
に
で
あ
る
．

配
当
利
益
の
負
担
し
て
い
る
法
人
税
の
う
ち
一
〇
〇
％
が
、
持
分
権
者
の
個
人
所
得
税
と
相
殺
さ
れ
る
か
ら
鴫
、
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
配

当
利
益
の
負
担
し
て
い
る
法
人
税
の
う
ち
、
持
分
権
者
の
個
人
所
得
税
と
相
殺
さ
れ
る
部
分
の
割
合
を
、
税
額
控
除
率
と
定
義
す
れ
ば
、

第
一
次
担
当
官
草
案
の
場
合
税
額
控
除
率
は
一
〇
〇
％
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
型
の
そ
れ
は
五
〇
％
で
あ
る
。
同
時
に
、
こ
の
税
額
控
除
率

は
「
隠
れ
た
配
当
補
給
」
率
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
端
的
に
言
う
と
、
隠
れ
た
配
当
補
給
は
、
第
一
次
担
当

官
草
案
型
の
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
の
場
合
、
フ
ラ
ソ
ス
型
に
比
較
す
る
と
、
二
倍
交
付
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
な
お
、
「
配
当
利
益
は
結
局
の
と
こ
ろ
持
分
権
者
個
人
の
所
得
税
率
を
も
っ
て
課
税
さ
れ
る
．
」
と
言
い
う
る
が
、
よ
り
正
確
に
は
、
現

金
配
当
と
税
額
控
除
権
と
の
合
計
額
（
こ
れ
を
粗
配
当
と
い
う
）
が
、
持
分
権
者
個
人
の
所
得
税
率
を
も
っ
て
課
税
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

現
金
配
当
に
か
か
る
法
人
税
額
に
相
当
す
る
税
額
控
除
額
が
、
持
分
権
者
の
粗
配
当
ひ
い
て
は
課
税
所
得
に
加
算
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
者

の
課
税
所
得
は
累
進
所
得
税
制
の
下
で
は
、
税
額
控
除
率
が
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
五
〇
％
で
あ
る
場
合
に
比
較
し
、
よ
り
高
い
税
率
ラ
ソ

ク
で
課
税
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
所
得
の
再
分
配
効
果
の
点
で
も
、
累
進
税
制
に
よ
り
適
合
し
た
も
の
と
な
る
。

　
さ
ら
に
、
法
人
税
率
は
所
得
税
の
最
高
限
界
税
率
に
等
し
い
の
で
、
基
礎
控
除
額
を
斜
酌
す
る
と
常
に
（
言
い
か
え
る
と
、
高
額
所
得
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

に
も
）
還
付
請
求
権
が
生
じ
、
後
払
税
の
成
立
す
る
余
地
は
な
い
。
こ
の
関
連
に
お
い
て
、
第
一
次
担
当
官
草
案
に
よ
る
方
式
は
、
二
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

課
税
を
完
全
に
排
除
し
て
お
り
、
二
重
課
税
を
緩
和
す
る
に
す
ぎ
な
い
フ
ラ
ン
ス
型
の
場
合
と
、
こ
の
点
に
お
い
て
異
な
る
．

2
イ
　
所
得
税
法
草
案
第
一
二
一
条
の
規
定
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
物
的
会
社
の
納
付
す
る
法
人
税
だ
け
が
、

配
当
の
受
け
取
り
に
際
し
、
持
分
権
者
の
段
階
に
お
い
て
税
額
控
除
権
を
生
ず
る
。
こ
の
法
人
税
を
納
め
る
義
務
が
あ
る
法
人
は
、
国
内

に
管
理
支
配
地
又
は
本
店
所
在
地
を
有
し
、
か
つ
物
的
会
社
、
協
同
組
合
又
は
法
人
格
の
あ
る
鉱
山
組
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
人

28
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税
法
草
案
第
一
条
、
所
得
税
法
草
案
第
五
七
条
一
項
一
号
）
。
た
だ
し
、
民
法
施
行
法
第
一
六
四
条
に
規
定
す
る
土
地
組
合
又
は
経
済
的
社
団
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

な
す
利
益
配
当
に
つ
い
て
、
法
人
税
の
税
額
控
除
手
続
が
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
間
題
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
．

　
同
様
に
、
清
算
利
益
の
交
付
に
際
し
、
及
び
組
織
変
更
又
は
合
併
の
場
合
に
も
、
公
表
利
益
配
当
の
み
な
ら
ず
隠
れ
た
利
益
配
当
に
つ

い
て
も
、
法
人
税
は
、
持
分
権
者
の
段
階
に
お
い
て
税
額
控
除
権
の
賦
与
と
い
う
形
態
に
よ
り
、
そ
の
負
担
が
削
減
さ
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
外
国
に
所
在
す
る
物
的
会
社
が
、
ド
イ
ッ
連
邦
共
和
国
に
居
住
す
る
持
分
権
者
に
対
し
配
当
を
支
払
う
場
合
に
は
、
税

額
控
除
権
は
賦
与
さ
れ
な
い
．

冒
　
税
額
控
除
権
を
享
受
で
き
る
の
は
、
原
則
と
し
て
、
所
得
税
に
つ
き
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
持
分
権
者
と
法
人
税
に
つ
き
無
制
限

納
税
義
務
を
負
う
持
分
権
者
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
所
得
税
の
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
持
分
権
者
が
査
定
を
う
け
る
場
合
、
そ
の
者
は
税
額
控
除
権
を
享
受
す
る
。
こ
れ
が
大
原

則
で
あ
る
。
例
え
ば
、
非
独
立
的
労
働
か
ら
生
じ
る
所
得
（
す
な
わ
ち
、
賃
金
）
の
支
払
い
を
受
け
る
納
税
義
務
者
は
、
税
額
控
除
手
続
の

実
施
を
申
請
し
て
（
所
得
税
法
草
案
第
二
三
条
、
所
得
税
法
四
六
条
）
、
所
得
税
の
査
定
を
う
け
る
．
と
こ
ろ
が
、
所
得
税
の
無
制
限
納
税
義

務
を
負
う
持
分
権
者
が
所
得
税
の
査
定
を
う
け
な
W
こ
と
が
見
込
れ
る
場
合
、
そ
の
者
の
利
益
持
分
に
か
か
る
法
人
税
は
、
そ
の
者
の
申

請
に
基
づ
ぎ
還
付
さ
れ
る
（
所
得
税
法
草
案
第
一
二
五
条
）
．
そ
の
よ
う
な
申
請
の
決
済
手
続
は
、
連
邦
全
域
又
は
各
州
の
た
め
に
中
央
で
一

括
し
て
行
わ
れ
る
。
金
融
機
関
が
申
請
を
取
り
ま
と
め
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
取
り
ま
と
め
に
よ
っ
て
税
額
控
除

手
続
な
い
し
還
付
手
続
を
非
常
に
簡
易
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
な
お
、
特
例
と
し
て
、
利
益
持
分
が
査
定
期
間
に
お
い
て
五
〇
マ
ル
ク
を
こ
え
な
い
協
同
組
合
の
組
合
員
は
、
協
同
組
合
が
同
様
の
還

付
を
申
請
し
た
と
き
、
利
益
持
分
に
か
か
る
法
人
税
を
直
接
協
同
組
合
に
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
所
得
税
法
草
案
第
二
一
六
条
）
．

　
次
に
、
法
人
税
の
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
持
分
権
者
に
つ
い
て
、
法
人
税
法
草
案
第
二
七
条
に
規
定
す
る
法
人
税
の
税
額
控
除
及
び

還
付
に
関
す
る
所
得
税
法
の
諸
規
定
を
準
用
す
る
．
し
た
が
っ
て
、
持
分
権
者
が
査
定
を
う
け
る
場
合
、
そ
の
者
は
法
人
税
の
計
算
上
当
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該
法
人
税
（
す
な
わ
ち
税
額
控
除
額
）
を
所
得
の
金
額
に
算
入
し
て
法
人
税
額
を
算
出
し
、
こ
れ
と
税
額
控
除
額
を
相
殺
す
る
．
他
方
、
仮

に
、
持
分
権
者
、
例
え
ば
社
団
が
法
人
税
法
草
案
第
二
四
条
三
項
に
規
定
す
る
控
除
額
の
た
め
査
定
を
う
け
な
い
場
合
、
法
人
税
は
そ
の

者
に
還
付
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
配
当
の
支
払
い
を
受
け
て
も
課
税
さ
れ
な
い
持
分
権
者
に
は
、
そ
の
利
益
持
分
に
か
か
る
税
額
控
除
権
又
は
還
付
請
求
権
は

賦
与
さ
れ
な
い
。
け
だ
し
、
利
益
に
対
し
課
税
が
重
複
し
て
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
特
に
公
法
人
に
つ
い
て
言

え
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
持
分
権
者
が
納
税
義
務
を
負
う
営
利
事
業
（
換
言
す
れ
ば
、
公
法
人
の
営
利
事
業
）
を
営
む
と
き
は
、
そ
の
限

り
で
な
い
．
同
様
に
、
法
人
税
を
免
か
れ
る
持
分
権
者
は
、
税
額
控
除
権
又
は
還
付
請
求
権
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
法
人
税
法
草

案
第
二
七
条
二
項
、
所
得
税
法
草
案
第
一
二
一
条
、
第
一
二
五
条
）
。

　
も
っ
と
も
、
右
の
適
用
除
外
規
定
は
、
教
会
及
び
公
営
住
宅
事
業
者
を
除
き
、
法
人
税
法
草
案
第
二
九
条
に
定
め
る
法
人
、
特
に
公
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

を
理
由
に
課
税
さ
れ
な
い
法
人
に
つ
い
て
、
適
用
さ
れ
な
い
（
一
九
七
四
年
税
制
改
革
基
本
綱
領
）
。
利
益
持
分
プ
ラ
ス
こ
れ
に
か
か
る
法
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

税
の
三
〇
％
を
こ
え
る
額
の
法
人
税
は
、
そ
の
者
に
還
付
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

　
最
後
に
、
ド
イ
ッ
の
人
的
会
社
は
、
フ
ラ
ン
ス
型
の
場
合
と
異
な
り
、
法
人
課
税
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
も
っ
ぽ
ら
所
得
課
税

を
う
け
る
。
言
い
か
え
る
と
、
人
的
会
社
は
、
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
の
適
用
を
う
け
な
い
．
第
一
次
担
当
官
草
案
は
、
法
人
税
と
最
高

所
得
税
率
を
同
一
に
設
定
し
て
お
り
、
か
つ
法
人
税
全
額
株
主
帰
属
方
式
を
採
用
し
て
い
る
の
で
、
右
選
択
権
を
人
的
会
社
に
賦
与
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

必
要
は
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
ハ
　
制
限
納
税
義
務
を
負
う
持
分
権
者
（
例
え
ば
、
外
国
株
主
）
は
原
則
と
し
て
ド
イ
ッ
国
内
で
税
額
控
除
権
を
享
受
し
な
い
。
け
だ
し
、

配
当
に
つ
い
て
は
、
配
当
受
取
人
も
の
と
で
所
得
税
又
は
法
人
税
を
課
す
の
で
（
所
得
税
法
草
案
第
一
二
一
条
、
第
一
二
五
条
及
び
法
人
税
法
草

案
第
二
七
条
四
項
）
、
そ
の
受
取
人
が
国
内
又
は
国
外
に
お
い
て
人
的
非
課
税
の
特
典
を
享
受
す
る
場
合
、
又
は
そ
の
配
当
に
つ
い
て
外
国

に
お
い
て
と
く
に
受
取
人
に
対
し
課
税
し
な
い
場
合
に
は
、
国
内
で
物
的
会
社
が
納
付
し
た
法
人
税
に
つ
い
て
そ
の
税
額
控
除
権
又
は
還
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付
請
求
権
は
右
の
配
当
受
取
人
に
付
与
す
る
必
要
が
な
い
．
こ
こ
で
は
、
法
人
利
益
に
対
す
る
二
重
課
税
は
成
立
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ

（
2
4
）

る
。　

し
か
し
、
例
外
的
に
、
第
一
次
担
当
官
草
案
は
、
フ
ラ
ソ
ス
型
の
場
合
と
異
な
り
、
税
額
控
除
権
若
し
く
は
還
付
請
求
権
を
享
受
し
う

る
配
当
受
取
人
の
範
囲
を
拡
張
し
た
。
二
重
課
税
防
止
条
約
の
相
手
締
約
国
に
あ
る
親
会
社
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
外
国
持
分
権
者
に
対
し
、

少
く
と
も
ド
イ
ッ
法
人
税
の
一
部
還
付
若
し
く
は
一
部
税
額
控
除
を
肯
認
し
た
の
で
あ
る
（
後
述
）
。

二
　
資
本
の
払
戻
し
で
な
い
場
合
に
お
い
て
、
現
金
配
当
及
び
社
員
権
に
基
づ
く
「
そ
の
他
の
利
益
」
の
配
当
、
清
算
に
お
け
る
残
余
財

産
の
分
配
（
ロ
昼
蜜
ぎ
塗
り
暮
聲
）
並
び
に
組
織
変
更
及
び
合
併
の
場
合
に
、
法
人
税
の
負
担
削
減
が
問
題
と
な
る
（
所
得
税
法
草
案
第
二
一

一
条
、
第
五
七
条
参
照
）
。
こ
の
よ
う
な
限
定
は
次
の
理
由
に
基
づ
く
。
す
な
わ
ち
、
会
社
法
上
の
出
資
に
よ
り
物
的
会
社
に
拠
出
さ
れ
た

資
金
に
基
づ
く
配
当
及
び
会
社
の
も
と
で
法
人
税
を
負
担
し
て
い
な
い
資
金
に
基
づ
く
配
当
は
、
法
人
税
の
税
額
控
除
手
続
の
対
象
か
ら

除
外
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
で
あ
る
．
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
の
下
で
は
物
的
会
社
の
分
配
を
利
益
配
当
と
資
本
の
払
戻
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

と
に
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
法
人
税
に
つ
き
そ
の
税
額
控
除
権
を
も
た
ら
す
利
益
配
当
は
、
公
表
利
益
配
当
（
現
金
配
当
）
だ
け
（
フ
ラ
ソ
ス
の
場
合
）
で
は

な
く
．
「
そ
の
他
の
利
益
」
（
隠
れ
た
利
益
配
当
）
も
ま
た
そ
れ
に
含
ま
れ
る
。

3
　
一
九
七
四
年
法
人
税
法
第
一
次
担
当
官
草
案
は
、
そ
の
第
二
二
条
に
お
い
て
、
法
人
税
の
税
額
控
除
権
を
持
分
権
者
に
認
め
る
手
続

を
保
障
す
る
た
め
、
多
数
の
手
続
上
の
義
務
を
配
当
会
社
及
び
金
融
機
関
に
対
し
課
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
配
当
会
社
及
び
金
融
機
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

に
と
っ
て
管
理
事
務
の
追
加
を
意
味
す
る
。

　
次
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
と
異
な
り
、
第
一
次
草
案
に
よ
る
法
人
税
全
額
株
主
帰
属
方
式
の
場
合
、
利
益
配
当
証
券
一
覧
表
（
邑
①
悉

身
8
眉
冒
⇒
）
を
記
載
す
る
義
務
は
な
い
。
と
い
う
わ
け
は
、
五
六
％
の
法
人
税
が
完
全
に
持
分
権
者
の
租
税
債
務
と
相
殺
さ
れ
、
か
つ
、

法
人
税
の
最
高
限
界
所
得
税
率
と
が
等
し
い
の
で
、
す
べ
て
の
持
分
権
者
は
、
前
述
の
隠
れ
た
配
当
補
給
の
交
付
を
受
け
る
た
め
、
自
か
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ら
す
す
ん
で
配
当
の
ほ
か
に
税
額
控
除
額
を
申
告
す
る
で
あ
ろ
う
．
所
得
税
上
の
基
礎
控
除
を
斜
酌
す
る
と
、
高
額
所
得
者
に
と
っ
て
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

え
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
は
有
利
に
作
用
す
る
．
こ
の
た
め
、
租
税
通
脱
の
危
険
性
は
、
制
度
上
根
底
か
ら
な
く
な
る
。

　
さ
ら
に
、
第
一
次
草
案
に
か
か
る
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
に
あ
っ
て
は
、
持
分
権
者
が
居
住
者
か
又
は
非
居
住
者
で
あ
る
か
否
か
に
つ

い
て
、
税
務
署
が
調
査
す
る
必
要
は
な
い
。
非
居
住
者
で
あ
る
持
分
権
者
が
ド
イ
ッ
法
人
税
に
つ
い
て
そ
の
還
付
を
申
請
す
る
と
き
に
限

っ
て
．
源
泉
徴
収
義
務
が
問
題
と
な
る
。
フ
ラ
ソ
ス
型
の
場
合
に
は
、
非
居
住
者
に
対
し
一
般
的
に
激
泉
徴
収
義
務
が
存
す
る
の
で
、
そ

の
手
続
は
繁
雑
で
あ
る
。

　
以
上
の
と
お
り
、
第
一
次
草
案
に
よ
る
法
人
税
全
額
株
主
帰
属
方
式
は
、
そ
の
手
続
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
型
の
場
合
よ
り
簡
素
な
も
の

で
あ
る
。

　
（
1
0
）
寄
鴎
霞
Φ
導
Φ
ま
づ
葺
弩
協
①
ぎ
窃
固
爵
。
目
幕
臣
富
壼
茜
Φ
器
言
＄
お
刈
企
（
男
①
自
国
の
蚤
お
謹
y

　
（
n
）
臣
一
Φ
一
一
閃
‘
U
一
Φ
閃
a
8
目
傷
霞
国
α
暮
①
屋
。
富
砕
馨
Φ
q
霞
自
q
巳
。
斡
①
器
訂
Φ
馨
Φ
。
ぎ
ぎ
ぎ
O
霧
げ
a
げ
琶
α
q
q
霞
O
塞
民
く
。
毎
。
ぼ
馨
睾
｛
母
含
器

　
　
卜
窮
①
。
冒
毒
撃
＜
①
ほ
魯
冨
P
国
α
σ
一
⑩
認
層
の
，
O
捗

　
（
1
2
）
　
フ
ラ
ン
ス
で
は
「
控
除
す
べ
き
法
人
税
」
の
代
わ
り
に
、
薯
。
守
獣
。
巴
（
税
額
控
除
権
）
と
い
う
術
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
参
照
、
木
村
・

　
　
（
注
7
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
二
六
号
一
二
〇
頁
。

　
（
1
3
）
　
の
P
H
累
試
け
暮
国
の
鱈
国
o
ヰ
一
〇
鱒
（
》
⇒
琴
㎝
）
｝
¢
ω
㎝
。

　
（
M
）
　
木
村
（
注
7
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
二
六
号
二
一
四
頁
．

　
（
1
5
）
　
木
村
・
（
注
3
）
三
六
頁
表
1
。

　
（
1
6
）
　
木
村
（
注
7
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
二
六
号
一
一
九
頁
以
下
。
特
に
ニ
コ
頁
表
1
。

　
（
1
7
）
　
名
冨
α
ρ
（
》
ロ
琴
ω
）
．
幹
一
8
9

　
（
B
）
　
目
塗
菖
“
暮
国
幹
。
缶
①
ヰ
一
〇
b
o
ゆ
（
卜
β
き
㎝
y
ω
●
ω
9

　
（
1
9
）
　
木
村
（
注
8
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
二
六
号
一
一
コ
頁
表
2
．

　
（
20
）
客
Z
こ
田
疑
口
年
§
の
ゴ
富
＜
。
騒
年
馨
聲
菩
Φ
周
山
翻
》
葭
①
。
ぎ
琶
鵯
く
霞
壁
年
①
P
貫
§
箒
一
一
Φ
＞
巳
謎
Φ
ω
魯
目
誉
寄
島
誘
蚤
お
翼

　
　
　
ω
・
ω
●
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27　26　25　24　23　22　21
）　　）　　）　　）　　）　　）　　）

瀬
零
巨
島
α
霞
切
q
邑
窃
冨
笹
。
署
凝
国
毎
ω
審
房
罵
a
9
β
切
巨
ざ
江
昌
客
ド
O
㎝
（
》
昌
言
ω
y
砕
8
ド
木
村
（
注
3
）

z
●
乞
‘
固
艮
夢
吋
暮
閃
ぼ
鼠
＜
。
お
。
窪
馨
聲
喜
霞
量
の
＞
琴
①
。
巨
導
鵯
＜
Φ
溝
聾
吋
婁
（
ぎ
跨
』
O
）
一
ψ
一
唐

の
ρ
『
砿
試
ε
“
男
の
“
頃
Φ
津
一
〇
ρ
（
＞
づ
タ
㎝
y
ω
・
ω
S

ミ
吋
a
ρ
（
卜
β
目
●
ω
y
ω
」
8
。
。

ω
P
醤
帥
Φ
ど
（
＞
β
臼
●
一
一
y
の
鼠
一
一
参
暮
暮
国
弊
国
Φ
砕
一
〇
ρ
（
＞
ロ
詳
㎝
y
の
ω
P

一
霧
弊
5
男
の
蛇
国
①
津
一
〇
卜
。
讐
（
＞
⇒
タ
q
γ
ψ
ω
P

＜
㎎
一
‘
H
累
葺
暮
国
幹
。
＝
㊦
坤
一
〇
ρ
（
卜
β
5
㎝
）
｝
の
．
ω
9

三
四
頁
。

第
三
章
　
調
　
整
　
税
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（
2
8
）

1
　
調
整
税
（
＞
蓋
験
憲
9
器
縄
8
賢
憲
暮
邑
の
制
度
目
的
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
利
益
配
当
が
課
税
を
受
け
て
い
な
い
事

業
資
産
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
場
合
、
又
は
利
益
配
当
が
配
当
会
社
の
段
階
に
お
い
て
軽
減
課
税
を
う
け
た
事
業
資
産
を
も
っ
て
充
て
ら

れ
る
場
合
、
法
人
税
負
担
の
削
減
は
経
済
的
に
正
当
化
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
又
、
そ
の
持
分
権
者
が
通
常
の
税
額
控
除
権
（
現
金
配
当

額
の
＝
分
の
一
四
に
相
当
す
る
額
）
を
享
受
す
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
．
と
は
い
え
、
右
の
場
合
に
お
い
て
持
分
権
者
に
税
額
控
除
権
を
賦

与
し
な
い
な
ら
ぽ
、
物
的
会
社
の
受
け
る
非
課
税
措
置
又
は
軽
減
課
税
措
置
は
、
持
分
権
者
に
ま
で
そ
の
効
果
が
及
ば
な
い
こ
と
と
な
り
、

し
か
も
、
却
っ
て
、
そ
の
持
分
権
者
は
、
隠
れ
た
配
当
補
給
の
性
質
を
有
す
る
税
額
控
除
権
を
享
受
し
え
な
い
か
ら
、
非
課
税
措
置
若
し

く
は
軽
減
課
税
措
置
を
受
け
る
法
人
に
出
資
し
な
く
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
事
情
を
斜
酌
し
て
、
利
益
配
当
が
配
当
会
社
の
段
階
に
お
い
て

課
税
を
受
け
な
か
っ
た
事
業
資
産
（
利
益
若
し
く
は
準
備
金
）
又
は
軽
減
課
税
を
受
け
た
事
業
資
産
あ
る
い
は
通
常
の
課
税
を
受
け
た
事
業

資
産
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
た
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
ま
で
も
な
く
．
持
分
権
者
に
定
率
の
税
額
控
除
権
を
交
付
し
う
る
目
的
で
、
第
一
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

草
案
は
調
整
税
を
導
入
し
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
調
整
税
は
、
フ
ラ
ン
ス
型
の
場
合
と
同
様
に
、
「
実
施
の
可
能
性
と
い
う
観
点
か
ら
」

導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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次
に
．
右
の
論
議
は
、
調
整
税
が
持
株
権
者
に
転
嫁
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
が
．
仮
に
、
そ
の
税
額
の
全
額
が
転
嫁
し
な
い
と
す
れ

ぽ
、
当
該
配
当
会
社
が
転
嫁
し
な
い
部
分
の
調
整
税
を
実
質
的
に
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
．
こ
の
関
連
に
お
い
て
、
第
一
次
担
当
官
草
案

の
下
で
は
、
租
税
転
嫁
が
み
ら
れ
な
い
限
り
、
当
該
配
当
会
社
が
せ
っ
か
く
非
課
税
若
し
く
は
軽
減
税
率
の
措
置
を
獲
得
し
た
場
合
で
あ

っ
て
も
、
調
整
税
は
、
軽
減
税
率
措
置
等
に
よ
る
軽
減
負
担
額
を
基
本
税
率
（
五
六
％
）
に
よ
る
税
負
担
の
水
準
に
ま
で
引
き
上
げ
る
機

能
を
果
た
す
．
そ
れ
故
、
調
整
税
を
持
分
権
者
に
転
嫁
し
え
な
い
法
人
が
．
非
課
税
な
い
し
軽
減
税
率
の
立
法
措
置
を
獲
得
せ
ん
と
す
る

政
治
的
努
力
は
、
徒
労
に
終
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

2
第
一
次
担
当
官
草
案
に
よ
れ
ば
、
法
人
税
の
基
本
税
率
五
六
％
を
も
っ
て
課
税
し
な
か
っ
た
す
べ
て
の
利
益
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
配

当
さ
れ
る
範
囲
に
お
い
て
、
調
整
税
を
課
す
。

　
ま
ず
、
配
当
さ
れ
た
非
課
税
の
利
益
・
準
備
金
又
は
軽
減
課
税
の
利
益
・
準
備
金
に
つ
い
て
、
調
整
税
を
課
す
る
。

　
さ
ら
に
、
同
草
案
に
よ
る
と
、
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
の
導
入
前
に
通
常
の
基
本
税
率
を
も
っ
て
課
税
さ
れ
た
後
準
備
金
に
積
み
立
て

ら
れ
て
い
る
利
益
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
配
当
さ
れ
る
と
き
、
調
整
税
を
課
税
す
る
。
こ
の
た
め
、
「
従
前
の
」
準
備
金
の
取
崩
し
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

い
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
何
ら
法
人
税
の
税
額
控
除
手
続
が
行
わ
れ
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
の
導
入
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

の
法
人
税
負
担
と
導
入
後
の
調
整
税
と
の
累
積
に
よ
っ
て
、
二
重
課
税
は
む
し
ろ
相
当
に
強
化
さ
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
の
採
用
前
に
積
み
立
て
た
準
備
金
に
つ
い
て
、
そ
の
取
崩
し
に
当
り
、
少
な
く
と
も
調
整
税
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

率
を
引
ぎ
下
げ
て
課
税
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
は
、
理
由
が
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

　
第
一
次
草
案
に
か
か
る
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
で
は
、
次
の
よ
う
に
利
益
を
区
分
す
る
ル
ー
ル
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
通
常
の
基
本
税

率
で
課
税
さ
れ
た
利
益
、
非
課
税
の
利
益
及
び
軽
減
課
税
の
利
益
が
三
区
分
さ
れ
、
さ
ら
に
、
最
後
の
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
税
率
に
応

じ
て
細
区
分
す
る
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
利
益
は
右
の
区
分
け
に
従
い
毎
年
継
続
的
に
記
録
さ
れ
る
。
毎
年
の
損
益
は
、
各
利
益
の
区
分

け
に
計
上
し
、
配
当
は
そ
の
区
分
け
さ
れ
た
利
益
を
も
っ
て
充
て
る
．
通
常
の
基
本
税
率
で
課
税
さ
れ
た
利
益
は
十
年
間
社
内
留
保
さ
れ
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（
35
）

た
後
に
も
調
整
税
を
課
さ
れ
ず
に
配
当
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
該
利
益
の
発
生
時
期
は
問
題
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
貸
借
対
照
表
に
お
い

て
、
配
当
が
通
常
の
基
本
税
率
で
課
税
さ
れ
た
利
益
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
た
か
、
又
は
非
課
税
の
利
益
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
た
か
等
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

い
て
、
過
去
五
年
に
遡
っ
て
検
討
す
る
必
要
は
な
い
．
こ
の
点
、
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
よ
り
も
、
簡
潔
で
あ
る
。

3
　
各
種
の
利
益
項
目
な
い
し
準
備
金
項
目
か
ら
ど
の
よ
う
な
順
序
で
配
当
す
べ
き
か
。

　
第
一
次
担
当
官
草
案
は
、
最
初
に
．
当
該
年
度
の
利
益
を
も
っ
て
配
当
に
充
当
す
べ
き
か
、
又
は
前
年
度
の
利
益
（
す
な
わ
ち
前
年
度
に

積
み
立
て
た
準
備
金
）
を
も
っ
て
配
当
に
充
当
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
換
言
す
る
と
、
配
当
へ
の
充
当
順
序
に
つ
い
て
ル
ー
ル
を
確
立
し
て

い
な
い
。

　
同
草
案
は
、
右
充
当
順
序
に
つ
い
て
選
択
権
を
予
定
し
て
い
る
。
そ
の
ル
ー
ル
は
、
可
及
的
に
調
整
税
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

　
　
（
3
7
）

て
お
り
、
節
税
し
う
る
選
択
権
の
行
使
を
配
当
会
社
に
許
容
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
配
賦
の
順
序
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
明
文
の
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

定
が
な
く
と
も
、
お
の
ず
と
定
ま
っ
て
く
る
．
配
当
は
．
ま
ず
通
常
の
基
本
税
率
で
課
税
さ
れ
た
利
益
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
。
こ
れ
に

対
し
、
フ
ラ
ン
ス
型
の
法
人
税
一
部
株
主
帰
属
方
式
に
あ
っ
て
は
、
大
株
主
と
小
株
主
の
利
害
が
多
か
れ
少
か
れ
対
立
す
る
の
で
、
大
株

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

主
の
影
響
下
に
あ
る
物
的
会
社
が
不
当
に
右
選
択
権
を
行
使
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
配
賦
の
順
序
が
法
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
．

4
　
最
後
に
、
調
整
税
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
算
出
さ
れ
る
か
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

　
事
業
資
産
の
う
ち
ど
の
部
分
が
利
益
配
当
に
用
い
ら
れ
た
か
、
す
な
わ
ち
課
税
済
み
の
も
の
か
又
は
課
税
さ
れ
て
い
な
い
も
の
か
等
を

ま
ず
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
調
整
税
の
算
出
の
前
提
で
あ
る
。
第
一
次
担
当
官
草
案
に
よ
れ
ぽ
、
調
整
税
は
、
軽
減
課
税
を
受
け
た
利

益
に
対
し
正
確
に
五
六
％
の
税
負
担
を
課
す
．
し
た
が
っ
て
、
法
人
税
負
担
の
程
度
に
対
応
し
た
事
業
資
産
の
区
分
が
必
要
と
な
る
．
法

人
税
法
草
案
第
一
九
条
が
そ
の
区
分
方
法
を
規
定
し
て
い
る
。

　
調
整
税
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
、
ど
の
程
度
の
調
整
税
が
成
立
す
る
か
は
、
事
業
資
産
の
区
分
の
う
ち
ど
の
内
訳
額
が
利
益
配
当
に
用

い
ら
れ
た
か
を
基
準
に
決
ま
る
。
そ
の
際
、
配
当
物
的
会
社
は
、
い
ず
れ
の
内
訳
額
か
ら
順
次
利
益
配
当
に
充
る
か
に
つ
い
て
、
選
択
権
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を
有
す
為
（
法
人
税
法
草
案
第
一
八
条
二
項
）
．
配
当
会
社
が
最
初
に
非
課
税
利
益
を
内
部
留
保
す
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
調
整
税
の
成
立

す
る
事
例
数
は
大
変
少
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
例
え
ぽ
、
配
当
会
社
の
税
込
み
利
益
が
一
〇
〇
で
あ
り
、
軽
減
法
人
税
率
が
四
〇
％
で
あ
る
と
ぎ
、
一
六
（
8
1
お
匹
①
）
の
調
整
税
が

徴
収
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
持
分
権
者
に
配
当
し
う
る
額
と
し
て
四
四
（
一
・
・
ー
8
1
嵩
H
駐
の
額
が
残
る
。
こ
の
額
は
、
通
常
の
法
人
税

率
（
五
六
％
）
で
課
税
さ
れ
た
利
益
（
一
〇
〇
）
か
ら
充
て
ら
れ
る
配
当
額
に
相
当
す
る
．
し
た
が
っ
て
、
通
常
の
法
人
税
率
で
課
税
を
う

け
た
利
益
の
場
合
と
同
様
に
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
五
六
（
現
金
配
当
額
の
一
一
分
の
一
四
倍
に
相
当
す
る
額
）
の
税
額
控
除
額
が
持
分

権
者
に
付
与
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
第
一
次
草
案
に
よ
る
調
整
税
は
、
持
分
権
者
に
対
し
通
常
の
税
額
控
除
額
を
満
額
交
付
す
る
た
め
の
道
具
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
調
整
税
の
額
は
、
通
常
の
法
人
税
率
に
よ
る
税
負
担
と
軽
減
税
率
に
よ
る
税
負
担
又
は
非
課
税
と
の
差
額
に
相
当
す
る
．
こ
の

た
め
、
調
整
税
は
配
当
会
社
の
段
階
で
徴
収
さ
れ
る
追
加
的
な
租
税
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
因
に
、
フ
ラ
ン
ス
型
の
場
合
、
軽
減
税
率
で
も
っ
て
課
税
さ
れ
た
利
益
が
配
当
さ
れ
る
と
き
、
調
整
税
は
、
現
金
配
当
の
半
額
す
な
わ

ち
税
額
控
除
額
に
相
当
す
る
金
額
で
あ
る
。
軽
減
税
率
四
五
％
で
も
っ
て
課
税
さ
れ
た
法
人
利
益
が
配
当
さ
れ
る
と
き
も
、
軽
減
税
率
一

〇
％
で
も
っ
て
課
税
さ
れ
た
利
益
が
配
当
さ
れ
る
場
合
に
も
、
調
整
税
の
額
は
と
も
に
現
金
配
当
の
半
額
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
た
め
、
法

人
税
率
を
徒
ら
に
小
幅
に
引
き
下
げ
る
こ
と
は
、
当
該
配
当
法
人
の
税
負
担
の
合
計
額
を
却
っ
て
増
加
さ
せ
る
結
果
と
な
る
。

　
（
2
8
）
　
H
拐
菖
げ
暮
国
ω
け
。
＝
Φ
砕
一
8
℃
（
》
づ
目
●
㎝
）
”
の
。
恋
ρ

　　　　　　　　　パ　　　
33　32　31　30　29
）　　）　　）　　）　　）

木
村
（
注
7
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
二
六
号
一
二
〇
頁
以
下
。

2
2
こ
国
注
旨
日
旨
鐙
営
＆
①
＜
。
遷
。
浮
一
津
⑩
昌
菩
Φ
吋
α
器
＞
窮
Φ
。
ぎ
琶
撃
く
。
鳳
魯
冨
戸
（
卜
昌
菖
』
O
）
笥
堕
ω
●

Z
Z
‘
固
馬
夢
冨
凝
ぎ
象
。
＜
。
窃
。
年
馨
s
害
霞
山
器
卜
茸
㊦
。
目
毒
σ
q
巽
①
馬
魯
耳
Φ
p
（
》
p
g
』
○
）
、
ψ
藤
●

oo

ρ
弓
圧
Φ
ザ
9
Φ
菊
①
馬
。
リ
ヨ
…
’
：
（
》
⇒
琶
。
一
一
）
あ
』
ω
引
一
塁
け
詳
暮
閃
幹
国
Φ
陣
一
8
”
（
》
づ
琴
㎝
y
の
」
一
．

ω
琶
一
旨
c
q
づ
魯
馨
伍
霞
ω
冨
N
Φ
舅
①
誉
隣
髭
Φ
α
霞
o
q
雲
Φ
誉
一
ざ
冨
β
≦
算
・
。
蜜
砕
鐸
創
撃
勾
亀
①
お
暮
曾
撃
薯
母
協
聲
α
窃

N
≦
Φ
＃
Φ
づ
幹
Φ
仁
①
躍
O
I
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晦
。
毒
碗
①
m
Φ
訂
聲
寄
『
鳶
。
暮
餌
唐
邸
。
・
一
一
．
お
芦
》
巳
霞
Φ
封
の
●
9

（
誕
）
　
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
従
前
の
準
備
金
は
不
利
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
の
導
入
前
に
積
み
立
て
ら
れ
．
か
つ
、
課
税
を
う
け

た
準
備
金
が
右
導
入
後
に
利
益
配
当
に
充
て
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
準
備
金
は
、
経
過
期
間
の
あ
い
だ
、
調
整
税
を
課
税
さ
れ
た
（
ぎ
ぜ
』
8

器
蝕
雷
ピ
ρ
9
ド
）
。
木
村
（
注
7
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
六
九
号
一
二
一
頁
。

（
35
）
　
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
五
年
以
上
前
に
稼
得
し
た
利
益
を
配
当
す
る
と
き
、
常
に
調
整
税
を
課
す
る
（
＞
昼
旨
G
。
昭
邑
①
巴
盛
ρ
9
H
）
。
こ
の
規
定
に

よ
っ
て
、
五
年
以
上
前
に
積
み
立
て
た
準
備
金
は
、
そ
の
取
崩
し
に
当
り
、
調
整
税
（
質
曾
§
筥
Φ
）
を
課
さ
れ
る
の
で
、
不
利
益
を
受
け
る
。
こ

　
の
「
処
罰
規
定
」
（
ω
P
ピ
舞
讐
『
霜
●
｝
霞
唇
Φ
議
。
富
駿
8
ま
島
9
Φ
切
Φ
富
＆
言
凝
血
霞
国
8
器
彗
Φ
『
甲
導
醇
警
F
国
α
巨
一
8
0
。
噛
ψ
さ
’
）
を
挺

子
と
し
て
、
配
当
政
策
は
早
く
利
益
を
配
当
す
る
よ
う
影
響
を
う
け
る
。

　　　　　　　　　　　　　
40　39　38　37　36
）　　）　　）　　）　　）

＜
の
ど
冒
o
。
げ
詳
暮
缶
①
砕
一
〇
ρ
（
》
ロ
巨
●
㎝
y
ψ
畠
．

Z
乞
‘
国
甘
寒
日
琶
⑳
ぎ
＆
Φ
＜
o
巖
。
箒
洋
Φ
b
菩
霞
α
器
＞
糞
Φ
。
ぎ
慧
膓
く
霞
碕
嘗
Φ
劃
（
卜
昌
舅
』
O
）
鴇
ω
。
ω
．

ω
P
岸
警
詳
暮
国
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第
四
章
　
国
際
課
税
の
諸
問
題

ー
イ
　
制
限
納
税
義
務
を
負
う
持
分
権
者
に
対
す
る
利
益
配
当
に
か
か
る
法
人
税
は
、
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
持
分
権
者
の
場
合
と
異

な
り
、
所
得
税
と
相
殺
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
通
常
の
税
額
控
除
権
を
制
限
納
税
義
務
者
に
賦
与
す
る
な
ら
ば
、
現
行
法
上
既
に
み
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

れ
る
外
国
親
会
社
の
競
争
上
の
優
位
性
は
さ
ら
に
拡
大
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
資
本
市
場
に
お
い
て
考
慮
を
要
す
る
推
移
が
あ
ら

わ
れ
、
行
政
上
の
問
題
が
惹
起
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
故
、
制
限
納
税
義
務
を
負
う
持
分
権
老
に
つ
い
て
、
こ
れ
と
異
な
る
ル
ー
ル
が
予

定
さ
れ
た
の
で
あ
る
．
第
一
次
担
当
官
草
案
は
、
好
ま
し
か
ら
ぬ
外
国
株
主
す
な
わ
ち
外
国
親
会
社
（
外
国
法
人
で
、
適
格
資
本
参
加

（
奉
零
旨
喜
Φ
瀬
琶
凝
毒
閃
）
を
な
す
持
分
権
者
）
と
そ
の
他
の
持
分
権
者
と
を
大
別
し
、
さ
ら
に
後
者
を
細
区
分
し
て
、
法
文
化
を
試
み
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（
42
）

て
い
る
。
後
者
に
対
し
て
は
「
こ
れ
ま
で
の
既
得
権
が
十
分
に
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
判
断
す
る
一
方
、
外
国
親
会
社
に
対
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

は
規
制
を
加
え
た
。
原
則
を
以
下
に
概
略
す
る
．

　
ま
ず
、
外
国
親
会
社
は
、
所
得
税
法
草
案
第
五
七
条
（
所
得
税
法
第
二
〇
条
）
一
項
一
号
又
は
二
号
に
規
定
す
る
資
本
効
用
か
ら
生
じ
る

国
内
源
泉
所
得
（
巨
鐘
ω
魯
①
国
暮
魯
馨
騨
毎
伍
霞
国
畳
邑
昌
暮
N
茸
の
）
に
つ
い
て
、
課
税
さ
れ
な
い
（
法
人
税
法
草
案
第
五
条
一
項
九
号
）
。
非

課
税
措
置
が
及
ぶ
限
り
、
こ
の
所
得
に
か
か
る
税
額
控
除
権
又
は
還
付
請
求
権
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
（
前
者
に
つ
き
法
人
税
法
草
案
第
二

七
条
四
項
、
後
者
に
つ
き
同
第
二
七
条
五
項
）
．
こ
の
よ
う
に
し
て
、
資
本
効
用
か
ら
生
ず
る
国
内
源
泉
所
得
で
外
国
親
会
社
の
受
け
る
も
の

は
、
完
全
に
内
国
法
人
税
を
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
か
く
し
て
、
現
行
法
に
み
ら
れ
る
外
国
株
主
優
待
効
果
は
除
去
さ
れ
る
。

　
外
国
親
会
社
に
対
し
て
、
そ
の
外
国
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
受
取
配
当
益
金
不
算
入
の
特
典
又
は
ド
イ
ッ
法
人
税
の
税
額
控
除
の
た
め
、

そ
の
外
国
で
再
び
課
税
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
余
り
な
い
。

　
右
に
み
た
よ
う
に
、
直
接
的
又
は
間
接
的
に
内
国
法
人
に
一
〇
％
以
上
資
本
参
加
し
て
い
る
、
制
限
納
税
義
務
を
負
う
法
人
は
、
一
般

に
外
国
親
会
社
と
み
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
諸
外
国
の
法
律
等
に
よ
り
、
親
会
社
受
取
配
当
益
金
不
算
入
の
特
典
賦
与
の
要
件
と
し
て
一

〇
％
以
上
の
資
本
参
加
が
求
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
外
国
親
会
社
は
、
当
該
資
本
参
加
率
以
上
存
す
る
と
き
に
初
め
て
、
そ
の

収
入
に
対
す
る
内
国
法
人
税
を
完
全
に
課
税
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
次
に
、
外
国
親
会
社
以
外
の
制
限
納
税
義
務
を
負
う
持
分
権
者
に
つ
い
て
は
、
資
本
市
場
の
影
響
を
斜
酌
し
、
以
下
の
よ
う
に
法
規
制

が
試
み
ら
れ
た
。
ま
ず
、
問
題
の
持
分
権
者
と
は
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
一
に
、
適
格
資
本
参
加
を
し
て
い
な
い
外
国
法
人
、
二
に
、

外
国
人
（
資
本
参
加
の
多
寡
を
問
わ
な
い
）
、
三
に
、
法
人
税
法
草
案
第
三
条
二
号
に
規
定
す
る
制
限
納
税
義
務
を
負
う
法
人
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
う
ち
一
及
び
二
の
グ
ル
ー
プ
に
該
当
す
る
制
限
納
税
義
務
者
の
場
合
、
外
国
も
又
一
般
原
則
に
よ
り
課
税
権
を
有
す
る
の
が

通
常
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
利
益
配
当
に
対
す
る
軽
減
法
人
税
率
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
内
国
法
人
税
の
負
担
は
従
来
の
税
込
み
利
益
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の
約
二
五
％
（
正
確
に
は
、
付
加
税
及
び
い
わ
ゆ
る
影
の
効
果
を
考
慮
す
る
と
、
二
四
・
六
％
）
か
ら
五
六
％
に
上
昇
す
る
。
さ
ら
に
、
利
益
配

当
に
か
か
る
ド
イ
ッ
法
人
税
の
負
担
に
外
国
税
額
が
加
わ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
課
税
強
化
の
た
め
、
外
国
持
分
権
者
の
収
益
は
相
当
に
損
わ
れ
、
資
本
市
場
も
ま
た
悪
影
響
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
か
か

る
事
態
を
避
け
る
為
、
従
前
の
既
得
権
は
大
幅
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
判
断
さ
れ
た
。
そ
の
為
、
次
の
立
法
措
置
が
予
定
さ
れ

た
。
す
な
わ
ち
、
外
国
持
分
権
者
は
、
国
内
で
受
け
る
利
益
持
分
に
つ
い
て
制
限
納
税
義
務
を
負
う
（
所
得
税
法
草
案
第
九
八
条
五
項
）
。
し

か
し
、
こ
の
利
益
持
分
に
か
か
る
法
人
税
は
、
そ
れ
が
二
五
％
を
こ
え
る
部
分
に
つ
い
て
、
申
請
に
よ
り
そ
の
者
に
還
付
さ
れ
る
。
こ
の

還
付
手
続
は
、
自
然
人
に
つ
い
て
所
得
税
法
草
案
第
一
二
七
条
で
規
定
さ
れ
、
小
株
主
た
る
法
人
に
つ
い
て
は
法
人
税
法
草
案
第
二
七
条

五
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
新
た
に
設
置
さ
れ
る
連
邦
国
税
局
が
中
央
で
還
付
手
続
を
実
施
す
る
。

　
た
だ
し
、
歳
入
を
確
保
す
る
為
に
、
還
付
手
続
は
、
二
重
課
税
防
止
条
約
の
締
約
国
に
居
住
す
る
持
分
権
者
に
限
定
さ
れ
て
い
る
（
所

得
税
法
草
案
第
一
二
七
条
一
項
）
。

　
従
来
、
国
内
の
所
得
税
又
は
法
人
税
は
、
源
泉
徴
収
手
続
に
よ
り
徴
収
さ
れ
る
資
本
収
益
税
を
も
っ
て
支
払
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
資
本

収
益
税
は
原
則
と
し
て
二
五
％
で
あ
っ
た
が
、
二
重
課
税
防
止
条
約
の
規
定
に
よ
り
一
五
％
に
軽
減
さ
れ
て
い
た
。
他
方
、
草
案
に
よ
れ

ば
、
資
本
収
益
税
は
、
制
限
納
税
義
務
を
負
う
持
分
権
者
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
通
り
の
税
率
で
課
税
さ
れ
る
（
所
得
税
法
草
案
第
一
五
〇
条

一
項
八
号
、
第
一
五
一
条
）
。
も
っ
と
も
、
資
本
収
益
税
が
徴
収
さ
れ
る
の
は
、
持
分
権
老
が
法
人
税
の
還
付
を
申
請
す
る
と
き
に
限
定
さ

れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
資
本
収
益
税
の
徴
収
は
、
連
邦
国
税
局
に
委
任
さ
れ
、
そ
の
連
邦
国
税
局
が
、
還
付
す
べ
き
法
人
税
額
か
ら
当

該
資
本
収
益
税
を
天
引
き
す
る
。
資
本
収
益
税
が
天
引
き
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
制
限
納
税
義
務
者
の
査
定
は
、
草
案
に
よ
れ
ぽ
行
わ
れ
な

い
（
所
得
税
法
草
案
第
九
九
条
六
項
、
法
人
税
法
草
案
第
二
七
条
五
項
）
。

　
例
外
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
持
分
権
者
に
は
還
付
請
求
権
が
な
い
。
一
に
、
前
叙
の
意
味
に
お
け
る
外
国
親
会
社
（
法
人
税
法
草
案
第
二

七
条
五
項
）
、
二
に
、
法
人
税
法
草
案
第
三
条
二
号
に
規
定
す
る
法
人
税
制
限
納
税
義
務
者
（
法
人
税
法
草
案
第
二
七
条
五
項
）
、
三
に
、
国
内
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恒
久
的
施
設
に
生
じ
る
収
入
に
つ
い
て
、
一
又
は
二
に
該
当
し
な
い
外
国
持
分
権
者
で
、
ω
二
重
課
税
防
止
条
約
締
約
国
以
外
の
外
国
に

居
住
す
る
も
の
、
又
は
㈲
還
付
を
申
請
し
な
い
も
の
（
所
得
税
法
草
案
第
一
二
七
条
一
項
、
法
人
税
法
草
案
第
二
七
条
五
項
）
。

　
右
の
場
合
に
利
益
持
分
に
か
か
る
法
人
税
額
は
、
外
国
持
分
権
者
の
所
得
税
又
は
法
人
税
の
査
定
に
当
り
調
整
さ
れ
な
い
（
所
得
税
法

草
案
第
九
九
条
六
項
、
法
人
税
法
草
案
第
二
七
条
五
項
）
．
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
右
制
限
納
税
義
務
者
に
対
す
る
利
益
配
当
は
、
軽
減
さ
れ
ず

完
全
に
内
国
法
人
税
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
．

導
　
適
格
の
資
本
参
加
を
な
す
物
的
会
社
（
β
呂
鼠
畳
び
Φ
琶
一
嘩
Φ
国
碧
量
一
⑩
馨
房
魯
聾
巴
は
日
常
、
外
国
親
会
社
と
呼
ば
れ
る
も
の
で

あ
る
。
第
一
次
担
当
官
草
案
は
、
外
国
親
会
社
に
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
し
た
。
内
国
子
会
社
が
外
国
親
会
社
に

配
当
す
る
場
合
、
そ
の
内
国
子
会
社
の
納
付
し
た
五
六
％
の
法
人
税
負
担
は
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て
も
税
額
控
除
権
を
生
ぜ
し
め
な
い
。

こ
の
場
合
に
も
、
資
本
収
益
税
を
課
さ
な
い
け
れ
ど
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
法
人
税
の
負
担
は
実
質
的
に
増
大
す
る
。

　
外
国
親
会
社
と
み
な
さ
れ
る
に
は
、
該
草
案
に
よ
れ
ば
、
内
国
法
人
に
一
〇
％
以
上
資
本
参
加
す
る
制
限
納
税
義
務
を
負
う
法
人
で
あ

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
外
国
親
会
社
の
要
件
で
あ
る
資
本
参
加
率
を
ど
の
程
度
に
設
定
す
る
か
は
、
外
国
株
主
に
よ
る
国
内
企
業
の
支

配
の
防
止
及
び
外
資
導
入
の
要
請
と
い
っ
た
政
策
の
観
点
か
ら
、
判
断
さ
れ
た
。
し
か
も
、
す
こ
ぶ
る
興
味
深
い
判
断
が
な
さ
れ
た
こ
と

が
、
次
の
設
例
か
ら
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

　
外
国
の
法
律
が
、
そ
の
外
国
法
人
甲
に
二
〇
％
以
上
資
本
参
加
す
る
内
国
法
人
乙
に
対
し
、
国
際
的
親
会
社
受
取
配
当
益
金
不
算
入
若

し
く
は
間
接
税
額
控
除
の
特
典
を
与
え
て
い
る
と
し
よ
う
．
ド
イ
ッ
会
社
甲
に
一
五
％
資
本
参
加
す
る
会
社
乙
は
、
そ
の
外
国
の
法
律
に

よ
れ
ば
資
本
参
加
率
の
要
件
を
欠
く
た
め
国
際
的
親
会
社
受
取
配
当
益
金
不
算
入
、
若
し
く
は
間
接
税
額
控
除
の
特
典
を
享
受
で
き
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
乙
社
は
、
外
国
に
お
い
て
親
会
社
と
し
て
の
租
税
優
遇
措
置
を
う
け
ず
、
同
時
に
ド
イ
ッ
に
お
い
て
も
税
額
控
除
権
を
取

得
し
な
い
の
で
、
税
負
担
上
著
し
く
不
利
な
地
位
に
お
か
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
の
救
済
策
が
講
じ
ら
れ
た
。
第
一
次
担
当
官
草
案
に
よ
れ

ば
、
外
国
の
法
律
が
親
会
社
の
要
件
及
び
こ
れ
と
関
連
す
る
親
会
社
受
取
配
当
益
金
不
算
入
若
し
く
は
間
接
税
額
控
除
（
コ
ン
ッ
ェ
ル
ン
育
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成
措
置
の
一
）
の
要
件
、
す
な
わ
ち
資
本
参
加
率
を
、
ド
イ
ッ
法
の
場
合
よ
り
高
く
定
め
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ッ
法
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
外
国
法
の
規
定
を
親
会
社
の
判
定
基
準
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
設
例
で
は
、
乙
社
は
、
そ
の
外
国
法
の
規
定
に
よ
り
親
会

社
と
判
定
さ
れ
な
い
の
で
、
ド
イ
ッ
に
お
い
て
も
適
格
の
資
本
参
加
に
満
た
な
い
物
的
会
社
と
判
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
乙
社
は
、

ド
イ
ッ
に
お
い
て
ド
イ
ッ
法
人
税
の
一
部
還
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
他
方
、
オ
ラ
ン
ダ
の
法
律
に
よ
れ
ば
受
取
配
当
益
金
不
算
入
の
特
典
を
享
受
す
る
に
は
五
％
の
資
本
参
加
率
で
足
り
、
日
本
の
場
合
に

は
資
本
参
加
率
の
最
低
限
度
も
定
め
ら
れ
て
い
な
い
（
法
人
税
法
第
壬
二
条
）
。
一
〇
％
未
満
で
も
っ
て
資
本
参
加
す
る
外
国
会
社
が
ド
イ

ツ
国
内
で
一
部
還
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
第
一
次
草
案
は
特
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
文
言
上
こ
の
間
題
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
必
）

肯
定
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
社
は
、
そ
の
外
国
に
お
い
て
コ
ソ
ツ
ェ
ル
ソ
優
遇
措
置
を
享
受
す
る
と
同
時
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

ド
イ
ッ
国
内
に
お
い
て
も
一
部
還
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
で
第
一
次
担
当
官
草
案
は
批
判
を
う
け
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
子
会
社
が
収
益
を
配
当
し
な
い
限
り
、
内
国
親
会
社
と
外
国
親
会
社
は
第
一
次
担
当
官
草
案
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
（
娼
）

お
い
て
同
一
の
立
場
に
置
か
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
現
行
法
上
み
ら
れ
る
外
国
株
主
優
待
効
遇
は
な
く
な
る
。
次
に
．
子
会
社
が
収
益
を

配
当
す
る
場
合
、
外
国
親
会
社
は
内
国
親
会
社
に
比
し
不
利
な
地
位
に
置
か
れ
る
。
げ
だ
し
、
外
国
親
会
社
は
子
会
社
の
納
付
し
た
法
人

税
負
担
に
つ
い
て
そ
の
税
額
控
除
権
を
ド
イ
ッ
に
お
い
て
享
受
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
外
国
親
会
社
に
対
す
る
課
税
方
法
を
め
ぐ
る
議
論
の
結
果
、
第
三
次
草
案
が
一
律
法
人
税
率
に
よ
る
法
人
税
全
額
株
主
帰
属
方
式
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

二
段
階
税
率
に
よ
る
そ
れ
に
移
行
し
た
の
で
あ
る
。

ハ
　
外
国
持
分
権
者
で
あ
る
自
然
人
及
び
適
格
の
資
本
参
加
に
満
た
な
い
物
的
会
社
（
旨
馨
名
”
臣
緊
言
び
Φ
感
凝
富
国
畳
琶
σ
q
馨
一
一
善
聾
邑

に
対
し
て
、
そ
の
利
益
持
分
は
名
目
一
五
％
（
付
加
税
及
び
い
わ
ゆ
る
影
の
効
果
を
斜
酌
す
る
と
、
実
質
二
四
・
六
％
）
の
軽
減
法
人
税
率
で
も

っ
て
課
税
し
、
さ
ら
に
、
二
五
％
の
資
本
収
益
税
が
付
け
加
わ
る
（
た
だ
し
、
後
者
は
二
重
課
税
防
止
条
約
に
基
づ
き
一
五
％
に
軽
減
さ
れ
る
）
α

ド
イ
ッ
に
お
け
る
こ
の
持
分
権
者
の
租
税
債
務
は
こ
の
税
負
担
で
弁
済
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
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表2　外国持分権者に対するドイツ資本会社の配当について
　　　の第一次担当官草案型法人税株主帰属方式の計算例

1　会社段階における課税 1
署

1　法人税込みの利益 5
1

100 100

2　法人税（56％） 3 一56 一56

3　配当しうる金額 ；
1

44 44

4　現金配当（配当性向：100％） ； 44 44

II　外国持分権者段階における課税
：
1 持分権者A

1

1持分権者B

1　課税所得（a＋b）

a）その他課税所得（0と仮定）

：
；
鵬
5

　75

0

1
1
1
｝

　44

0
b〉粗配当（イ＋ロ） I

l

75 1 44

イ）現金配当 ： 44
：　44

：

ロ）法人税一部還付 ：
1

31 1
一
1

2F所得税（非課税）

2　資本収益税（15％）（IIlb×0．15）1

3　総収益

：
1
1
；

一
一
1
1

．25＊

　68．75

1
1
旨
；
1

一
一
4
4

注（1）外国持分権者Aは，法人税の一部還付を申請し，Bはこれをしな

　　いものとするぴ

　（2）資本収益税の額（＊）は，Ins飢ut　FSt　Heft102，S，45によると，

　　10．75とされているが，計算違いであろう。

　
表
2
か
ら
看
取
し
う
る
よ
う
に
、
外
国
持
分
権
者
が
法
人
税
の
一
部
還
付
を
申
請
し
な
い
場
合
、

の
収
益
の
額
と
一
致
す
る
。
外
国
持
分
権
者
が
法
人
税
の
一
部
還
付
を
申
請
す
る
ほ
う
カ
、

る
が
、
還
付
の
申
請
手
続
は
わ
ず
ら
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
外
国
持
分
権
者
が
二
重
課
税
防
止
条
約
の
非
締
約
国
に
お
い
て
居
住
す
る
場
合
、
先
の
叙
述
か
ら
明
ら
な
よ
う
に
、
こ
の
者
は

法
人
税
の
一
部
還
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
資
本
収
益
税
は
負
担
し
な
い
と
し
て
も
、
法
人
税
の
負
担
が
急
激
に
引
き
上
げ
ら

　
第
一
次
担
当
官
草
案
は
、
右
現
行
法
と
異
な
り
、
一
律
に

法
人
税
を
五
六
％
に
引
き
上
げ
て
い
る
の
で
、
外
国
持
分
権

者
が
税
負
担
の
加
重
に
不
満
を
懐
く
こ
と
は
必
然
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
（
50
）

こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
、
外
国
出
資
者
の
利
益
持
分
に
係
る

法
人
税
の
う
ち
、
二
五
％
を
こ
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ

の
者
に
還
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
額
の
法
人
税
（
誘
…
卜
。
㎝
”
ω
一
）
の
還
付
は
、
次
に
掲
げ

る
二
つ
の
要
件
を
満
た
す
と
き
に
限
り
、
行
わ
れ
る
．
一
に
、

そ
の
持
分
権
者
が
二
重
課
税
防
止
条
約
の
相
手
締
約
国
に
居

住
し
て
い
る
こ
と
、
二
に
、
そ
の
者
が
還
付
を
申
請
す
る
こ

と
で
あ
る
。
な
お
、
外
国
持
分
権
者
が
還
付
を
申
請
す
る
場

合
に
限
り
、
資
本
収
益
税
は
徴
収
さ
れ
る
。
そ
の
者
が
法
人

税
の
一
部
還
付
を
申
請
し
な
い
場
合
、
五
六
％
の
法
人
税
負

担
は
そ
の
ま
ま
と
な
る
（
表
2
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
者
の
受
け
た
現
金
配
当
が
実
際

　
　
　
　
．
、
　
そ
の
者
の
総
収
益
は
増
加
し
て
、
有
利
で
あ
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れ
る
の
で
、
負
担
は
従
来
よ
り
も
増
大
す
る
（
表
2
の
外
国
持
分
権
者
B
と
同
様
で
あ
る
）
。
こ
の
た
め
、
ド
イ
ッ
と
二
重
課
税
防
止
条
約
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

締
結
し
な
い
国
の
持
分
権
者
は
、
ド
イ
ッ
に
お
い
て
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
．
こ
の
関
連
に
お
い
て
、
諸
外
国
は
、
ド
イ
ッ
連
邦

共
和
国
と
二
重
課
税
防
止
条
約
を
締
結
す
る
ほ
う
が
得
策
で
は
あ
る
が
、
他
方
、
ド
イ
ッ
政
府
は
そ
の
条
約
締
結
の
交
渉
に
当
り
「
法
人

税
の
一
部
還
付
請
求
権
」
賦
与
と
引
き
か
え
に
、
何
ら
か
の
譲
歩
を
相
手
国
か
ら
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

2
　
外
国
会
社
の
ド
イ
ッ
国
内
に
所
在
す
る
恒
久
的
施
設
の
利
益
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
法
人
税
法
は
、
そ
の
利
益
が
恒
久
的
施
設
に
留

保
さ
れ
る
か
又
は
外
国
会
社
に
流
出
す
る
か
に
拘
ら
ず
、
四
九
％
の
法
人
税
を
課
し
（
同
法
第
一
九
条
一
項
三
号
）
、
源
税
徴
収
税
を
課
さ
な

か
っ
た
。
当
時
の
二
段
階
税
率
方
式
に
お
い
て
内
国
物
的
会
社
の
配
当
利
益
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
配
当
税
率
は
、
外
国
会
社
の
営
業
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

（
恒
久
的
施
設
の
一
）
の
配
当
す
る
利
益
に
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
他
方
、
第
一
次
担
当
官
草
案
に
か
か
る
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
に
よ
れ
ば
、
外
国
会
社
の
ド
イ
ッ
国
内
に
所
在
す
る
恒
久
的
施
設
の
利

益
に
つ
い
て
も
、
五
六
％
の
法
人
税
を
課
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
税
負
担
は
従
来
の
四
九
％
か
ら
五
六
％
に
上
昇
す
る
。

　
こ
の
法
人
税
に
つ
い
て
、
外
国
会
社
に
と
っ
て
利
益
と
な
る
税
額
控
除
権
な
い
し
還
付
請
求
権
（
あ
る
い
は
一
部
税
額
控
除
権
な
い
し
一
部

還
付
請
求
権
）
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
．

　
こ
の
よ
う
に
、
外
国
会
社
の
ド
イ
ッ
国
内
に
所
在
す
る
恒
久
的
施
設
と
外
国
親
会
社
の
ド
イ
ッ
国
内
に
所
在
す
る
子
会
社
と
は
、
同
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

に
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
営
業
所
及
び
子
会
社
は
と
も
に
軽
減
さ
れ
ず
に
ド
イ
ッ
法
人
税
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
右
の
状
態
を
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
と
比
較
し
て
お
こ
う
。
二
国
間
条
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
場
合
、
外
国
会
社
の
フ
ラ
γ
ス
国
内
に
所
在

す
る
恒
久
的
施
設
及
び
子
会
社
は
、
ド
イ
ッ
の
場
合
と
類
似
し
て
、
通
常
の
法
人
税
を
課
さ
れ
る
が
、
そ
の
税
率
は
第
一
次
草
案
に
比
し
、

六
ポ
イ
ン
ト
（
誘
1
8
H
①
）
少
な
い
。
他
方
、
二
国
間
条
約
が
結
ば
れ
て
い
な
い
場
合
、
外
国
会
社
の
恒
久
的
施
設
で
は
全
利
益
に
対
す

る
源
泉
税
が
、
子
会
社
で
は
配
当
に
対
し
て
の
み
源
泉
税
が
徴
収
さ
れ
る
。

3
イ
　
ド
イ
ッ
物
的
会
社
の
国
外
に
所
在
す
る
恒
久
的
施
設
が
稼
得
す
る
利
益
は
、
現
行
法
に
よ
れ
ば
、
二
重
課
税
防
止
条
約
の
相
手
締
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約
国
に
お
い
て
稼
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
ド
イ
ッ
で
は
非
課
税
で
あ
る
。
右
条
約
の
非
締
約
国
に
お
い
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

限
り
、
ド
イ
ッ
で
課
税
さ
れ
る
。
後
者
の
場
合
、
ド
イ
ッ
法
人
の
租
税
債
務
は
、
外
国
税
額
控
除
に
よ
り
減
少
す
る
（
㎝
一
浮
誘
蚤
総
a

国
ω
蚤
）
。

　
国
外
恒
久
施
設
の
利
益
が
ド
イ
ッ
物
的
会
社
に
流
入
し
か
つ
当
該
会
社
が
利
益
を
配
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
者
に
つ
い
て
は
会
社

の
段
階
で
は
非
課
税
で
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
課
税
利
益
に
対
し
軽
減
法
人
税
率
が
適
用
さ
れ
た
。
そ
の
税
負
担
は
二
四
・
六
％
と
な

っ
た
。
こ
れ
に
対
応
す
る
外
国
税
額
が
右
国
内
法
人
税
額
を
限
度
に
控
除
さ
れ
る
。
限
度
超
過
額
は
、
最
終
的
な
税
負
担
と
な
っ
た
。

　
第
一
次
担
当
官
草
案
に
よ
れ
ば
、
国
外
恒
久
的
施
設
の
利
益
が
配
当
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
課
税
利
益
に
つ
い
て
調
整
税
が
あ
ら
た
に
課

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
留
保
利
益
に
つ
い
て
は
、
従
前
ど
お
り
で
あ
る
。

　
第
一
次
担
当
官
草
案
は
、
ド
イ
ッ
物
的
会
社
の
あ
ら
ゆ
る
利
益
配
当
か
ら
税
額
控
除
権
が
生
ず
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
国
内
に
お
い
て
ド
イ
ッ
の
法
人
税
又
は
調
整
税
の
い
ず
れ
か
ひ
と
つ
が
源
泉
徴
収
さ
れ
た
場
合
に
限
っ
て
、
税
額
控
除
権
を
認

め
る
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
、
ド
イ
ッ
の
歳
入
と
な
ら
な
い
外
国
税
額
に
つ
い
て
、
税
額
控
除
権
（
外
国
税
額
控
除
権
）
を
認
め
る
の
は
余

り
に
行
き
す
ぎ
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
二
重
課
税
防
止
条
約
の
相
手
締
約
国
か
ら
国
外
恒
久
的
施
設
の
利
益
が
配
当
さ
れ
る
場
合
、

そ
の
ド
イ
ッ
物
的
会
社
は
現
金
配
当
の
一
一
分
の
一
四
に
相
当
す
る
額
の
調
整
税
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

　
こ
の
点
に
つ
き
、
強
い
批
判
が
み
ら
れ
る
。
右
の
草
案
に
よ
る
と
、
国
外
恒
久
的
施
設
の
利
益
は
国
の
内
外
で
二
度
課
税
を
う
け
る
の

で
、
こ
の
不
利
益
な
取
扱
い
の
た
め
外
国
投
資
が
制
限
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
種
の
二
重
課
税
も
ま
た
撤
廃
す
べ
き
で
あ
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

う
。
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
税
制
改
革
委
員
会
は
こ
の
よ
う
な
不
都
合
を
回
避
す
る
方
法
を
勧
告
し
た
。

　
次
に
、
国
外
恒
久
的
施
設
の
利
益
が
二
重
課
税
防
止
条
約
の
非
締
結
国
か
ら
配
当
さ
れ
る
場
合
に
、
外
国
税
額
が
控
除
さ
れ
る
と
き
に

限
り
、
調
整
税
が
課
せ
ら
れ
る
。
調
整
税
の
額
は
外
国
税
額
の
控
除
額
と
一
致
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
批
判
が
予
想
さ
れ

る
。

44



ドイッ法人税法の第一次担当官草案

そ
こ
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
57
）

ボ
ン
の
財
政
及
び
租
税
研
究
所
は
次
の
よ
う
な
修
正
を
提
案
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
ω
　
二
重
課
税
防
止
条
約
の
相
手
締
約
国
か
ら
国
外
恒
久
的
施
設
の
利
益
が
配
当
さ
れ
る
場
合
、
外
国
法
人
税
が
内
国
法
人
税
と
同
一
の
性
格
を
も

　
　
ち
、
か
つ
内
国
法
人
税
の
額
が
外
国
法
人
税
額
を
こ
え
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
差
額
を
調
整
税
の
形
で
徴
収
す
べ
き
で
あ
る
．

　
ω
　
二
重
課
税
防
止
条
約
の
非
締
結
国
か
ら
国
外
恒
久
的
施
設
の
利
益
が
配
当
さ
れ
る
場
合
、
た
と
え
外
国
税
額
が
内
国
法
人
税
と
相
殺
（
税
額
控

　
　
除
）
さ
れ
る
と
し
て
も
、
調
整
税
を
課
す
べ
き
で
な
い
。

　
こ
の
提
案
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ッ
連
邦
共
和
国
は
、
従
来
の
見
解
と
異
な
り
、
西
ド
イ
ッ
の
歳
入
で
な
い
外
国
税
額
に
つ
い
て
国
内
に
お

い
て
税
額
控
除
を
認
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
れ
は
経
済
界
の
希
望
を
受
け
容
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ロ
　
外
国
法
人
に
対
す
る
資
本
参
加
に
よ
り
生
ず
る
収
益
は
、
現
行
法
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ッ
の
所
得
税
な
い
し
法
人
税
の
課
税
を
う
け
る
。

外
国
で
納
付
さ
れ
た
源
泉
税
は
、
二
重
課
税
防
止
条
約
又
は
法
人
税
法
第
一
九
条
の
一
及
び
所
得
税
法
第
三
四
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き

国
内
の
法
人
税
額
と
相
殺
（
税
額
控
除
）
さ
れ
る
．
外
国
資
本
会
社
が
当
該
外
国
で
納
付
し
た
法
人
税
は
、
そ
の
外
国
会
社
の
出
資
者
で

あ
る
内
国
親
会
社
の
法
人
税
と
相
殺
さ
れ
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
に
は
外
国
物
的
会
社
の
も
と
で
、
二
に
は
そ
の
内
国
出
資
者

の
も
と
で
二
度
課
税
さ
れ
る
。
内
国
出
資
老
が
二
重
課
税
防
止
条
約
に
基
づ
く
親
会
社
受
取
配
当
益
金
不
算
入
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に

限
り
、
外
国
資
本
参
加
に
よ
り
生
ず
る
収
益
は
国
内
に
お
い
て
課
税
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
収
益
が
さ
ら
に
配
当
さ
れ
る
と
き
に
は
、

二
重
課
税
の
問
題
が
起
き
う
る
。

　
第
一
次
担
当
官
草
案
に
か
か
る
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
に
よ
れ
ば
、
外
国
資
本
参
加
の
収
益
が
内
国
出
資
者
に
よ
り
内
部
留
保
さ
れ
る

場
合
、
こ
れ
ま
で
の
法
状
態
と
変
り
は
な
い
。
そ
の
受
け
た
収
益
が
さ
ら
に
配
当
さ
れ
る
場
合
に
は
じ
め
て
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

て
調
整
税
が
徴
収
さ
れ
る
。

　
ω
　
ド
イ
ッ
物
的
会
社
が
外
国
法
人
に
対
す
る
資
本
参
加
に
よ
り
生
じ
た
収
益
を
受
け
、
こ
れ
を
益
金
に
算
入
し
な
く
と
も
よ
い
場
合
に
お
い
て
、
こ

　
　
の
収
益
が
さ
ら
に
配
当
さ
れ
る
と
き
、
調
整
税
が
配
当
額
の
一
一
分
の
一
四
に
相
当
す
る
額
で
も
っ
て
課
税
さ
れ
る
。

　
ω
　
資
本
参
加
に
よ
り
生
ず
る
収
益
で
納
税
義
務
の
あ
る
も
の
が
、
さ
ら
に
配
当
さ
れ
る
場
合
、
調
整
税
は
、
税
額
控
除
を
う
け
る
外
国
源
泉
税
の
額
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で
も
っ
て
課
税
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

　
し
か
し
、
ボ
ン
の
財
政
及
び
租
税
研
究
所
は
、
右
の
不
利
な
ル
ー
ル
を
修
正
す
る
よ
う
次
の
よ
う
に
提
案
し
た
。

　
前
記
ω
の
場
合
に
お
い
て
、
国
外
で
納
付
さ
れ
た
源
泉
税
が
二
重
課
税
防
止
条
約
又
は
所
得
税
法
第
三
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
内
国
税
額
と
相
殺
さ

　
れ
る
場
合
、
調
整
税
は
、
こ
の
相
殺
さ
れ
た
外
国
源
泉
税
の
額
を
減
額
す
る
。

　
前
記
ω
の
場
合
に
お
い
て
、
調
整
税
は
課
税
す
べ
き
で
な
い
。

　
こ
の
修
正
案
は
、
外
国
源
泉
税
は
ド
イ
ッ
出
資
者
の
租
税
で
あ
っ
て
外
国
会
社
の
租
税
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

ラ
ン
ス
の
ル
ー
ル
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

パ　　パ　　パ　　パ　　パ
45　44　43　42　41
）　　）　　）　　）　　）

外
国
株
主
優
待
効
果
に
つ
い
て
、
O
暮
舘
算
聲
伍
霞
OQ
ぎ
奉
貰
鼠
簿
巨
ぎ
目
巨
琶
8
お
謡
堕
（
》
昌
琴
N
）
・
目
旨
一
＜
＼
認
塗
（
ψ
ω
8
や
）
・

乞
2
‘
固
亀
酵
窪
夷
『
島
Φ
＜
。
匪
。
冒
馨
①
口
菩
⑩
吋
α
器
＞
跨
。
。
ぎ
毒
鴨
〈
Φ
鳳
暫
年
。
p
（
＞
β
導
』
O
y
堕
堕

乞
2
‘
田
馬
爵
り
§
隣
旨
臼
。
＜
。
誘
。
日
馨
窪
き
霞
伍
器
》
寓
。
。
ぎ
彦
鴨
お
匡
静
冨
戸
（
卜
昌
旨
』
○
）
あ
■
o
。
卑

一
塗
葺
暮
器
“
国
⑦
蓉
一
〇
ρ
（
＞
p
目
』
ン
幹
寒

妻
冨
α
p
悶
；
9
。
。・
げ
窪
Φ
岳
。
ぎ
ω
Φ
富
昌
一
§
㎎
塁
呂
ぎ
旨
9
Φ
目
9
言
お
Φ
・
Φ
一
一
零
富
津
聲
旦
＞
胃
。
。
ぎ
き
鵯
く
霞
壁
年
Φ
p
U
o
Q
§
ト
お
刈
一
｝
堕

　
ω
㎝
ω
朔

（
4
6
）
　
ω
ρ
H
慕
暮
暮
国
の
“
国
Φ
砕
一
8
一
（
＞
昌
き
㎝
）
讐
¢
癖
刈
■

（
4
7
）
ω
P
ω
邑
一
§
磐
魯
幕
ロ
α
霞
9
詩
Φ
薯
9
び
ぎ
q
Φ
α
霞
の
①
毒
旨
浮
げ
霞
≦
一
旨
零
冨
砕
建
儀
Φ
β
閃
。
暁
霞
①
ぎ
琴
づ
葺
口
講
窪
号
の
N
≦
①
澄
ロ
幹
窪
Φ
7

　
冨
隔
o
吋
ぎ
鷺
ω
9
N
聲
国
α
ぎ
＼
田
8
β
お
刈
ど
ト
巳
品
Φ
ど
ψ
oo”

　　　パ　　パ　　　　　　　　　　　パ
54　53　52　51　50　49　48
）　　）　　）　　）　　）　　）　　）

妻
冨
量
b
昆
Φ
菖
づ
乞
絆
O
μ
（
》
β
き
o
。
y
幹
一
8
0
。

ω
。
㍉
霧
葺
暮
舅
幹
国
Φ
蓉
一
8
λ
》
⇒
言
＆
ン
堕
薩
o
。
●
参
照
、
木
村
（
注
7
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
七
九
頁
一
一
〇
頁
。

ω
P
H
臣
暮
暮
問
幹
国
Φ
砕
一
〇
鱒
（
＞
μ
琴
㎝
）
憶
¢
卜
駅
引
く
管
り
≦
冨
α
9
ω
艮
一
。
け
ぎ
乞
鮮
O
㎝
（
＞
ロ
琴
ω
）
）
の
●
一
〇
ω
ρ

の
P
ぎ
ω
葺
暮
閂
の
戸
国
Φ
濤
一
〇
ρ
（
》
β
5
㎝
）
一
ψ
卜
9

＜
o
q
一
‘
ω
問
出
q
暮
Φ
一
一
〈
o
目
一
ω
。
日
一
S
O
目
G。
卜
o
＼
O
μ
U
］
W
一
鶏
ρ
堕
8
ρ

O
暮
器
算
窪
α
霞
幹
①
奉
瑳
臥
霞
跨
ぎ
ヨ
巨
毘
8
お
δ
（
＞
⇒
琴
鳴
）
円
ト
一
＜
＼
曽
ω
（
の
●
ω
q
ω
）
9

Q
暮
8
ぎ
Φ
昌
伍
霞
幹
Φ
q
Φ
簿
①
協
窪
目
ざ
唐
鮭
琶
。
⇒
一
〇
謹
（
＞
づ
目
』
）
↓
N
■
一
＜
＼
鴇
㎝
唐
（
¢
o
。
8
F
の
．
零
○
）
旧
閏
。
げ
Φ
塁
Φ
ρ
O
●
＼
9
。

切
①
一
一
9
①
騨
》
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9
Φ
】
W
Φ
m
・
窪
霞
毒
㎎
一
暮
Φ
§
畳
。
壼
一
く
Φ
孟
。
。
算
窪
興
d
暮
①
讐
魯
目
Φ
p
国
α
『
一
〇
刈
ρ
¢
一
〇
〇
卑

（
5
5
）
の
琶
一
自
の
壼
露
き
山
Φ
村
誓
詩
Φ
馨
Φ
浮
ぎ
含
Φ
α
霞
鴨
毒
吋
匹
魯
霞
ミ
耳
の
。
匿
砕
目
α
霞
閑
9
Φ
お
旨
霞
。
け
薯
母
隔
霞
q
霧
N
奉
一
言
β
oQ
げ
①
奉
瑛
の
や

　R巨

鴇
器
訂
聲
（
》
昌
琴
ミ
）
）
》
巳
品
Φ
一
｝
幹
8
は
、
石
油
資
源
に
関
す
る
海
外
投
資
が
ド
イ
ッ
国
内
経
済
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
に
も

　
か
か
わ
ら
ず
、
国
内
源
泉
所
得
だ
け
が
税
額
控
除
手
続
を
う
け
、
国
外
恒
久
的
施
設
の
利
益
が
今
後
も
二
重
課
税
を
負
担
す
る
の
は
不
合
理
で
あ
る

と
強
く
批
判
し
た
。

（
5
6
）
Q
暮
碧
騨
窪
山
霞
望
Φ
ま
霞
9
。
琶
ぎ
巨
巨
置
。
p
お
芦
（
卜
口
目
』
y
評
。
一
＜
＼
ミ
㎝
舜
（
ω
●
ω
8
唇
畠
ψ
巽
ρ
）
●

（
5
7
）
　
一
塗
江
“
暮
閂
の
“
国
Φ
津
一
〇
鱒
（
》
づ
琴
㎝
）
噸
の
。
㎝
一
●

（
5
8
）
　
ご
。
・
馨
暮
問
の
ド
閏
o
詐
一
〇
ρ
（
＞
ロ
芦
㎝
）
り
堕
㎝
b
o
’

（
5
9
）
　
木
村
（
注
7
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
二
六
号
一
二
〇
頁
。

第
五
章
　
評

価

ドイツ法人税法の第一次担当官草案

　
持
分
権
者
の
受
け
る
粗
配
当
は
現
金
配
当
と
こ
れ
の
一
一
分
の
一
四
に
相
当
す
る
税
額
控
除
権
か
ら
な
る
。
こ
の
税
額
控
除
権
の
額
は
、

現
金
配
当
に
係
る
法
人
税
の
額
に
対
応
す
る
。
そ
こ
で
、
配
当
法
人
は
、
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
の
導
入
前
と
比
較
し
て
、
内
部
留
保
の

金
額
又
は
割
合
い
を
従
前
ど
お
り
と
す
る
な
ら
ば
、
現
金
配
当
の
額
を
従
前
と
比
ら
べ
て
二
分
の
一
弱
（
1
1
一
2
5
）
に
減
額
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
二
等
分
化
を
国
内
株
主
に
説
得
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
外
国
持
主
に
対
し
て
は
非
常
に
困
難
で
あ
ろ
う
．
外
国
の

小
株
主
が
法
人
税
の
一
部
還
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、
所
定
の
申
請
手
続
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
法
人
税
の
一
部
還
付
は
二
重

課
税
防
止
条
約
の
相
手
締
約
国
の
小
株
主
に
つ
い
て
の
み
予
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
他
の
外
国
出
資
者
は
、
国
際
的
に
み

て
、
約
二
分
の
一
の
現
金
配
当
を
受
け
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
た
め
、
ド
イ
ッ
会
社
の
新
株
発
行
は
容
易
に
行
な
い
え
な
い
。
外
資
導
入

の
必
要
性
と
そ
の
程
度
を
斜
酌
し
て
、
外
国
親
会
社
の
取
扱
い
を
規
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
外
国
親
会
社
に
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
、
そ
の
外
国
親
会
社
へ
の
配
当
は
五
六
％
の
税
を
負
担
す
る
．
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ま
た
、
外
国
の
法
人
税
率
は
五
六
％
未
満
で
あ
る
場
合
が
大
部
分
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
外
国
親
会
社
が
そ
の
本
国
に
お
い
て
税
額
控
除

を
受
け
る
と
し
て
も
、
控
除
し
尽
せ
な
い
額
（
ス
ゥ
ェ
デ
ン
の
場
合
㎝
。
1
認
、
フ
ラ
ソ
ス
の
場
合
9
ー
㎝
。
）
は
結
局
外
国
親
会
社
の
負
担
と
な

る
。
フ
ラ
ソ
ス
の
場
合
、
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
が
外
国
親
会
社
に
適
用
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
人
税
率
が
五
〇
％
で
あ

る
の
で
、
右
に
述
べ
た
税
額
控
除
の
し
尽
せ
な
い
額
が
残
る
場
合
は
多
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
た
め
、
外
国
持
分
権
者
と
り
わ
け
外
国
親
会
社
は
、
西
ド
イ
ッ
に
お
い
て
株
主
と
し
て
劣
悪
な
地
位
に
置
か
れ
る
と
同
時
に
、
外

国
投
資
家
に
と
っ
て
西
ド
イ
ッ
は
株
式
取
得
の
方
法
に
よ
る
投
資
先
の
国
と
し
て
疑
間
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
批
判
が
、
一
律
法
人
税
率
に
よ
る
法
人
税
全
額
株
主
帰
属
方
式
（
第
一
次
専
門
委
員
草
案
）
に
代
え
て
、
二
段
階
法
人
税
率
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

る
法
人
税
全
額
株
主
帰
属
方
式
（
第
三
次
草
案
）
が
提
案
さ
れ
る
に
至
っ
た
原
因
と
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

　
他
方
、
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
の
長
所
に
つ
い
て
、
当
時
の
連
邦
経
済
大
蔵
参
事
官
が
六
つ
列
挙
し
た
こ
と
は
別
稿
に
お
い
て
紹
介
し

　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

た
と
お
り
で
あ
る
。

　
そ
の
他
、
調
整
税
に
よ
る
配
当
会
社
の
実
質
的
税
負
担
増
及
び
配
当
に
充
る
こ
と
の
で
き
る
事
業
資
産
（
「
配
当
と
相
殺
の
で
き
る
事
業
資

産
」
）
の
概
念
の
不
明
瞭
性
も
ま
た
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
よ
う
。

　
（
6
0
）
　
の
P
一
器
菖
葺
“
男
卑
出
o
砕
一
〇
卜
o
｝
の
。
㎝
①
。

　
（
61
）
　
木
村
（
注
3
）
三
六
頁
以
下
。

　
（
62
）
　
そ
れ
ら
の
長
所
と
さ
れ
る
も
の
に
対
し
、
若
干
の
疑
問
が
表
明
さ
れ
て
い
る
．
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